
地形測量及び写真測量

現地測量の課題について

1

資料４



検討事項：現地測量における三次元計測

• 条 項：第109～131条（現地測量）

• 現状と課題：現在の作業規程では、二次元の図化に終始する
• 論 点：三次元図化の追加

 取得した地形・地物は三次元データのため、三次元図化に用いられないか検討する

• 解決の方向性：三次元図化の方法の明文化
 取得した地形や地物の三次元図化の方法を作業規程に明記する

• 解決に必要な研究項目：三次元化可能な範囲の検証
 三次元の計測は可能だが、例えば家屋の屋根の頂点等を計測できない場合も想定される。よって図化の目的

(道路台帳等)ごとの三次元図化範囲を定め計測可能か等の検証が必要
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検討事項：現地測量に使用する機器及びシステム

• 条 項：第113条（機器及びシステム）

• 現状と課題：現地測量する際に使用する機器及びシステムとの相違がある
• 論 点：良好な精度の機器追加

 簡易水準測量で使用可能な箱尺の追加。現地測量ではネットワーク型RTK法により標高点などの観測が認め
られているのに対して、水準測量のみ標尺のみとすることの妥当性

 ※第2編第3章 62条：2級標尺（３～４級水準）、箱尺（簡易水準測量）と記載されている。第3編第2章
113条：2級標尺のみ

• 解決の方向性：箱尺の追加
 第120条ネットワーク型RTK法で標高を求めることができるので、113条の使用する機器に簡易水準測量とし

て箱尺を追加するのが妥当と考える。

• 解決に必要な研究項目：性能確認
 2点間の較差を求めて精度確認する。2点間において4級水準測量と簡易水準測量とを行い算出した結果を比

較する

3



検討事項：現地測量に使用する機器及びシステム

• 条 項：第113条（機器及びシステム）

• 現状と課題：現地測量する際に使用する機器及びシステムとの相違がある
• 論 点：良好な精度の機器の精査

 自動製図機（プリンタ等）の削除。現在市販されているプリンタ全般の精度は、113条記載の描画精度と位
置精度を満足している

• 解決の方向性：自動製図機（プリンタ等）の削除
 113条の使用する機器に自動製図機（プリンタ等）の性能を再考して削除等する。

• 解決に必要な研究項目：性能確認
 市販されているプリンタの現状を調査して、描画精度と位置精度を満足しているか確認する
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検討事項：地形、地物等の測定における整合確認

• 条 項：第120条（ネットワーク型RTK法によるTS点の設置）

• 現状と課題：ﾈｯﾄﾜｰｸ型RTK法による地形、地物等の測定
 整合確認では作業地域の周辺を囲むように３点以上の既知点で確認すると規定されている（120条第4項第１号）。

しかし既知点に関する規定がない。

• 論 点：「既設点」が不明瞭
 「作業地域周辺の既知点（120条第4項準用）」の既知点の解釈が明確になっていない。「既知点」とは、過年度

業務など当該業務前に設置された基準点か、あるいは当該業務（4級基準点＋路線測量など）で設置された「4級
基準点・TS点」も含まれるか、明示する必要がある。

• 解決の方向性：準則に追記
 基準点の整合性を考慮すれば、精度的には問題ない。作業規程の準則に追記・注記してもらえばわかりやすくな

る。

• 解決に必要な研究項目：ﾈｯﾄﾜｰｸ型RTK（VRS）の既知点での精度検証
 過去の観測データを集めて検証する。
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検討事項：ﾈｯﾄﾜｰｸ型RTK法によるTS点の設置

• 条 項：第120条（ネットワーク型RTK法によるTS点の設置）

• 現状と課題：単点観測法による整合確認
 120条第4項第1号二：「既知点成果値と観測値で比較し、許容範囲内で整合しているか確認」の許容範囲が

不明確

• 論 点：整合確認の「許容範囲」
 単点観測法による許容値が不明瞭なため、既知点成果値との許容範囲を定めることが難しい。例えば、基準

点測量の位置許容範囲は水平0.1m、標高0.2m（43条第3項第1号ハ、同2号イ(4)）とTS点の精度水平0.1m、
標高0.1mと混在している。

• 解決の方向性：基準点の位置精度を準用
 基準点の位置精度、水平位置（標準偏差0.1m）、標高（標準偏差0.2m）を準用。

• 解決に必要な研究項目：ﾈｯﾄﾜｰｸ型RTK（VRS）の既知点での精度検証
 過去の観測データを集めて検証する。
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検討事項：許容範囲の明確化による記載の追加

• 条 項：第120, 124, 183, 516条（ﾈｯﾄﾜｰｸ型RTK法によるTS点の設置：120条）、ﾈｯﾄﾜｰｸ型

RTK法による地形、地物等の測定：124条）

• 現状と課題：許容範囲の明示
• 論 点：許容範囲で整合しているか確認する際の許容範囲について検

討する。
• 解決の方向性：検討結果を準則の改定時に許容範囲を表にしてまとめる
• 解決に必要な研究項目：許容範囲の検討
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（ＴＳ等を用いる地形、地物等の測定）

（キネマティック法又はＲＴＫ法による地形、地物等の測定）
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検討事項：細部測量の精度管理

• 条 項：第121～124条（要旨（121条）、TS等を用いる地形、地物等の測定（122条）、ｷﾈﾏ
ﾃｨｯｸ法又はRTK法による地形、地物等の測定（123条）、ﾈｯﾄﾜｰｸ型RTK法による地形、地物等
の測定（124条）

• 現状と課題：項目精度管理の細分
 付録4 様式第1-22：細部測量の精度管理表は、地形・地物等の脱落・誤記の数量把握のみで、地形・地物

等の測定に関する位置精度の定量把握がない

• 論 点：地形・地物等の測定に関する位置精度
 121条～124条：地形・地物等の測定方法に関する記載はあるが、測定後の位置精度に関する記載がない

• 解決の方向性：区分ごとの柔軟な精度確認
 都市部と山間部に分けて位置精度を確認、また地形や地物に分けて位置精度を確認するよう規定する。例え

ば都市部の場合は塀の角や桝角の位置精度を数cm以下とし、山間部の場合は植生界等の位置精度は数10cm
以下と定め位置の精度検証数値を定める

• 解決に必要な研究項目：山間部における位置精度確認の可否
 都市部は明確な地物があるが、山間部においては位置精度を検証できるような構造物等がない。そのため実

際に位置精度検証を行う際の“対象物”となる標識を設置して、VRS等で位置精度を検証する
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検討事項：地形・地物等の測定箇所

• 条 項：第121～124条（要旨（121条）、TS等を用いる地形、地物等の測定（122条）、ｷﾈﾏﾃｨｯｸ法
又はRTK法による地形、地物等の測定（123条）、ﾈｯﾄﾜｰｸ型RTK法による地形、地物等の測定（124条）

• 現状と課題：地形・地物等の測定箇所の明文化
 122条～124条：TS等の観測では「ＴＳ等を用いる地形、地物等の測定は、基準点又はＴＳ点にＴＳ等を整置し、放

射法等により行うものとする。」と規定されているが、具体的な計測箇所の記載がない。現状は作業員に委ねられて
おり、地形・地物等の品質に差異が生じる

• 論 点：地形・地物等の測定箇所の明文化
 地形・地物等の品質の差異を最小限にするような記載が必要である。例えば構造物の無い山林等の場合、地形の変化

点を計測するが、変化点の認識について個人差があり、結果にバラつきが生じる

• 解決の方向性：測定箇所を明文化
 地形の変化点として想定される具体例を明記する。例えばコンクリート、アスファルト、砂利、雑草地などの区分ご

とに測定。「付属資料の公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類基準」のような測定分類基準を作成して品質
のバラつきを最小化する

• 解決に必要な研究項目：山間部における測定箇所の検証
 山間部は都市部のような構造物が無く、地形の変化点の計測のみとなる可能性が高い。よって山間部における測定箇

所の具体例を示す。例えば尾根線、谷線や起伏頂点等。また地形変化が軽微な場合にはメッシュにて計測する等
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検討事項：精度管理表について

• 条 項：第126条（精度管理表）

• 現状と課題：脱落、誤記を点検用紙に基づいて集計し、その個数を記録する。
• 論 点：精度管理手順の簡潔化

 図面をその都度チェックしながら、脱落、誤記をなくしていき最終的にチェックするときには、脱落も誤記も
なくなっているため、個数0で入力して納品していることが多く、どの段階の点検紙で精度管理していいのかわ
かりづらい

• 解決の方向性：精度管理を位置座標の点検による精度管理
 何点か抽出し、TSもしくはGNSSで観測し座標差を比較する。

• 解決に必要な研究項目：適正な抽出量の検討
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検討事項：数値地形図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙの作成時の電磁的記憶媒体への記録

• 条 項：第128条（要旨）

• 現状と課題：電磁的記録媒体への記録
 現状は保存（破棄）に苦慮している

• 論 点：明確な保存期限等の定めが無い
 データ保管に関しては、航空フィルム保管問題と同様の課題が生じうる

• 解決の方向性：媒体を残さない
 クラウドへの保存や電子データのアーカイブ保管

• 解決に必要な研究項目：計画機関へのヒアリング等
 将来、国の重要な資産の位置づけを帯びるものであるから、適正な保存方法を定めるべき
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